様式４（第11条）
工作物石綿事前調査者講習　　受講申込書
申込年月日（令和　　年　　月　　日）
	講習実施日　令和　　年　　　月　　日　　日


	受講者名等

	氏名（ふりがな）
修了証に記載いたします。
	□顔写真のある本人確認できる書面の写しを添付してください。

	
	生年月日
修了証に記載いたします。
	（昭和　平成）

　　年　　月　　日生

	
	住所

修了証に記載いたします。
	〒
県　　　　　　　　　　　　　　

	
	携帯等電話番号
	（緊急連絡時に使用します。）

　　　　　　　-　　　-　　　　　

	受講資格
	該当する受講資格をイ、ロ等の記号で表示して下さい
	受講資格（　　　　　）に該当

· 資格を証する書面の写しの添付をチェック願います

	受講時間免除資格
	３時間の講習受講免除申請する場合　
	石綿含有建材調査者の資格ある方で、講習時間のうち３時間免除を希望される方は、資格証明書の写しを添付願います

	
	１時間の講習受講免除申請する場合　
	石綿作業主任者の資格ある方で、講習時間のうち１時間免除を希望される方は、資格証の写しを添付願います

	勤務先名称

個人申し込みの場合は不要
	

	勤務先の住所　

電話番号
	〒

電話番号　　　-　　　-　　　


受講申し込み時に運転免許証等の顔写真のある公的身分証明書の写し等を添付いただき、これにより受験会場で、本人確認を致します。また、不正な修了証明書の作成防止対策と致します。本人であることが確認できない場合は受講をお断りすることがあります。
知りえた情報は、個人情報保護に配慮し本人確認及び修了証明書発行、関係法令に基づく帳簿の調整以外には使用致しません。
	本人確認できる顔写真のある身分証明書の写しを本欄に貼付して下さい。或いは、別に添付してください。




１　工作物石綿事前調査者講習の受講資格
次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とする。
イ　労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者
ロ　学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して二年以上の実務の経験を有する者
ハ　学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。ニにおいて同じ。)、工作物に関して三年以上の実務の経験を有する者
ニ　学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して四年以上の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。)
ホ　学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、工学に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、工作物に関して七年以上の実務の経験を有する者
ヘ　工作物に関して十一年以上の実務の経験を有する者
ト　旧安衛法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、工作物石綿事前調査に関して五年以上の実務の経験を有する者
チ　建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者
リ　環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者
ヌ　労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者
ル　労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者
ヲ　ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者
	受講資格を確認できる書面の写しを本欄に、或いは、別途添付してください。
なお、実務の経験証明は「本人が本人を証明する形式」ではなく、できるだけ客観性を有する証明を工夫願います。



兵庫労務安全教育研究会　吉村由紀夫
〒674-0094　明石市二見町西二見157番地の118（090-5882-3271　緊急連絡先）

